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１ 案件名 

議案第５７号 佐野市職員の特殊勤務手当に関する条例の改正について 

 

 

２ 概要 

・職員が新型コロナウイルス感染症に対応するための作業に従事したときの手当額

を定める。 

・その額は、現在定めされている感染症等防疫作業手当額にかかわらず、作業に従

事した日１日につき４,０００円以内で市規則で定める額とする。 

・この手当についての規定は、特例事項であるため、附則に規定する。 

 

 

３ 理由、趣旨、目的等 

  人事院規則９－１２９の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症に係る作業につ

いて特例の感染症等防疫作業手当を支給するため、関係する条例を改正する。 

 

 

４ その他の事項 

  この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は令和２年４月１日から適用す

る。 

 

 

 


